
医歯薬連携による糖尿病重症化予防事業

診療情報提供書・返書の活用方法について
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出所：厚生労働省 令和６年３月５日保医発0305第４号診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知） 別添1医科診療報酬点数表に関する事項及び別添2歯科診

療報酬点数表に関する事項 https : //www.mhlw.go . jp/st f/se isakun itsu i te/bunya/0000188411 _00045.html （閲覧日：2025年12月1日）

情報提供と関連する診療報酬の基本的な考え方

⚫ 医科診療報酬

⚫ 歯科診療報酬

診療報酬の種類 紹介/照会先 対象

診療情報提供料(Ⅰ）
(250点）

医科
歯科

• 自施設を受診した患者の診療を他の保険医療機関に依頼するた
めの情報提供を行う場合

診療情報等連携共有料
(１20点）

歯科
• 歯科医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得たうえで、診療

情報を歯科医療機関に提供した場合

診療報酬の種類 紹介/照会先 対象

診療情報提供料(Ⅰ）
(250点）

医科
歯科

• 自施設を受診した患者の診療を他の保険医療機関に依頼するた
めの情報提供を行う場合

診療情報等連携共有料１
(１20点）

医科
歯科
薬局

• 慢性疾患を有する又は歯科診療を行う上で特に全身的な管理の
必要性を認め、診療情報または服薬情報の提供を求める場合

診療情報等連携共有料２
(１20点）

医科
• 別の医科医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療

情報を提供する場合

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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出所：厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知） 別添3調剤報酬点数表に関する事項

https : //www.mhlw.go . jp/s tf/se isakun itsu i te/bunya/0000188411_00045.html （閲覧日：2025年12月1日）

情報提供と関連する調剤報酬の基本的な考え方

⚫ 調剤報酬

診療報酬の種類 紹介/照会先 対象

服薬情報等提供料１
(30点）

医科
歯科

• 保険医療機関から情報提供の求めがあり、患者の同意を得て、
現に患者が受診している保険医療機関に対して服薬情報等を提
供する場合

服薬情報等提供料2
（20点）

医科
歯科

• 保険薬剤師が患者の服薬状況等に関する情報提供を必要性を認
め、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に
対して服薬情報を提供する場合

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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※ 医 科 ク リ ニ ッ ク に 通 院 し て い る 患 者 が ① で 歯 科 ク リ ニ ッ ク に 紹 介 さ れ 、 そ の 後 両 院 で 通 院 を 継 続 す る 想 定

厚 生 労 働 省 令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 保 医 発 0 3 0 5 第 ４ 号 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 通 知 ） 別 添 1 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 、 別 添 2 歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 及 び 一 宮 市 三 師 会 骨 粗 し ょ う 症 医 歯

薬 連 携 情 報 提 供 書 を 基 に 三 菱 総 合 研 究 所 が 作 成

医科・歯科の情報連携と診療報酬算定（1/3)

⚫ 紹介起点である医科クリニックは診療情報提供料(Ⅰ)を算定し、その後のやり取りは医科クリニック

は診療情報等連携共有料、歯科クリニックは診療情報等連携共有料2を算定可能※

⚫ 下図③, ④は繰り返すことで、３か月に１回算定可能

医科→歯科を起点とした情報連携

医科は診療情報提供料(Ⅰ)（250点）算定可能

歯科は診療情報等連携共有料2（120点）算定可能

医科クリニック 歯科クリニック

医科は診療情報等連携共有料（１２０点）算定可能

歯科は診療情報等連携共有料2（120点）算定可能

①

②

③

④

様式1：医→歯 紹介用

様式5：歯→医 返書（照会）用

様式４：医→歯 照会用

様式5：歯→医 返書（照会）用
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※ 歯 科 ク リ ニ ッ ク に 通 院 し て い る 患 者 が ① で 医 科 ク リ ニ ッ ク に 紹 介 さ れ 、 そ の 後 両 院 で 通 院 を 継 続 す る 想 定

厚 生 労 働 省 令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 保 医 発 0 3 0 5 第 ４ 号 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 通 知 ） 別 添 1 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 、 別 添 2 歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 及 び 一 宮 市 三 師 会 骨 粗 し ょ う 症 医 歯

薬 連 携 情 報 提 供 書 を 基 に 三 菱 総 合 研 究 所 が 作 成

医科・歯科の情報連携と診療報酬算定（2/3)

⚫ 紹介起点である歯科クリニックは診療情報提供料(Ⅰ)を算定し、その後のやり取りは医科クリニック

は診療情報等連携共有料、歯科クリニックは診療情報等連携共有料2を算定可能※

⚫ 下図③, ④は繰り返すことで、３か月に１回算定可能

歯科→医科の患者紹介を起点とした情報連携

歯科クリニック 医科クリニック

①

②

③

④

歯科は診療情報提供料(Ⅰ) （250点）算定可能

医科は診療情報等連携共有料（120点）算定可能

歯科は診療情報等連携共有料2（１２０点）算定可能

医科は診療情報等連携共有料（120点）算定可能

様式2：歯→医 紹介用・照会用

様式4：医→歯 照会用

様式5：歯→医 返書（照会）用

様式4：医→歯 照会用

※診療情報提供書として使用
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※ 歯 科 ク リ ニ ッ ク が 受 診 し た 患 者 が 通 院 し て い る 医 科 ク リ ニ ッ ク に 情 報 照 会 を し た 想 定

厚 生 労 働 省 令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 保 医 発 0 3 0 5 第 ４ 号 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 通 知 ） 別 添 1 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 、 別 添 2 歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 及 び 一 宮 市 三 師 会 骨 粗 し ょ う 症 医 歯

薬 連 携 情 報 提 供 書 を 基 に 三 菱 総 合 研 究 所 が 作 成

医科・歯科の情報連携と診療報酬算定（3/3)

⚫ 情報照会を行った歯科クリニックは診療情報等連携共有料1を算定し、医科クリニックは返書をする

ことで診療情報等連携共有料を算定可能

⚫ 下図は繰り返すことで、３か月に１回算定可能

歯科→医科の患者の情報照会を起点とした情報連携

歯科クリニック 医科クリニック

①

②

歯科は診療情報等連携共有料1（１２０点）算定可能

医科は診療情報等連携共有料（120点）算定可能

様式４：医→歯 照会用

様式2：歯→医 紹介用・照会用 ※診療情報共有連携書として使用
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厚 生 労 働 省 令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 保 医 発 0 3 0 5 第 ４ 号 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 通 知 ） 別 添 1 医 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 、 別 添 2 歯 科 診 療 報 酬 点 数 表 に 関 す る 事 項 及 び 一 宮 市 三 師 会 骨 粗 し ょ う 症 医 歯

薬 連 携 情 報 提 供 書 を 基 に 三 菱 総 合 研 究 所 が 作 成

歯科・薬局の情報連携と診療/調剤報酬算定

歯科→薬局を起点とした情報連携

⚫ 情報を求める歯科クリニックは診療情報等連携共有料１算定し、薬局は服薬情報等提供料1を算定

⚫ 下記のやり取りは3か月に1回算定可能

歯科クリニック

薬局

薬局

薬局に服薬情報等の提供を求める

歯科は診療情報等連携共有料１（１２０点）算定可能

薬局は服薬情報等提供料1（3０点）算定可能

歯科クリニック薬局

薬局は服薬情報等提供料２（２０点）算定可能

薬局→歯科の情報連携

⚫ 情報提供起点である薬局は服薬情報等提供料２を算定

⚫ 下図は繰り返すことで、1か月に１回算定可能

様式3：薬→歯 初回用

様式3：薬→歯 初回用


	印刷
	スライド 1: 診療情報提供書・返書の活用方法について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7


